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新技術・新製品研究開発支援事業（いしかわ次世代産業創造ファンド事業）費 

補助金交付要綱 

 

（通則）   

第１条 新技術・新製品研究開発支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

ては、予算の範囲内において交付するものとし、石川県補助金交付規則（昭和 34 年規則第

29 号）に定めるところによるほか、この要綱で定めるところによる。 

 

（補助金交付の目的） 

第２条 この補助金は、公益財団法人石川県産業創出支援機構（以下「支援機構」という。）

が、県内企業又は県内企業が連携体で行う次世代産業の基礎となる基盤技術の高度化など

の新技術・新製品の研究開発及び実用化研究を支援することにより、次世代産業の創造を

図ることを目的とする。 

 

（定義）  

第３条 この要綱において「補助事業者」とは、第６条に基づく交付決定の通知を受け、か

つ第７条に基づく申請の取下げを行わなかった者をいう。 

 

（補助対象事業の内容） 

第４条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助対象期間

は別表に掲げるとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、様式第１号に

よる補助金交付申請書を別に定める期限までに、理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 理事長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、補助事業の目的及び内

容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、適当と認めたと

きは、様式第２号による補助金交付決定通知書を交付申請者に送付するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 交付申請者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補

助金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条の決定通知書を受けた日から起算し

て１０日以内に書面をもって理事長に申し出なければならない。 

 

（補助事業の変更、中止又は廃止の承認） 

第８条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに様式第３号による変更（中止、
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廃止）承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助対象経費総額の２０％を超える増減を行おうとする場合 

（２）補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとする場合（ただし、補助対

象経費総額の２０％以内の流用増減を除く。） 

（３）補助事業の内容を変更しようとする場合（ただし、事業の目的等に関係がない事業

計画の細部の変更であると認める場合を除く。） 

（４）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 

（５）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったとき 

（６）その他理事長が特に認める事項 

 

（事情変更による決定の取り消し等） 

第９条 理事長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその

決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちす

でに経過した期間に係る部分については、この限りではない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延等報告書を理

事長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（補助事業遂行状況の報告） 

第１１条 補助事業者は、理事長が必要と認めたときは、速やかに補助事業遂行状況報告書

により補助事業の遂行状況を理事長に報告しなければならない。 

 

（補助事業実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを

含む。）及び補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合は、速やかに様式第４号に

よる補助金実績報告書（以下「報告書」という。）を理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 理事長は、前条の報告を受けたときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第５号に

よる補助金額の確定通知書を補助事業者に送付するものとする。 

２ 前項に規定する補助金の額は、千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。 
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（是正のための措置） 

第１４条 理事長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の報告があった場合において、

その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合

しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきこ

とを当該補助事業者に対して指示することができる。 

 

（補助金の交付の請求） 

第１５条 補助事業者は、補助金の精算払を受けようとするときは、様式第６号による精算

払請求書を理事長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１６条 理事長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関し

て補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件その他これに基づく理事長の措置に

違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 理事長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り

消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還させ

ることができる。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１８条 理事長は、補助事業者が、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、当該消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（延滞金） 

第１９条 補助事業者は、補助金の返還を指示され、これを納期日までに納付しなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パー

セントの割合で計算した延滞金を支援機構に納付しなければならない。 

２ 前項の場合において、当該返還を要する補助金の未納付額の一部が納付されたときは、

当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納

付金額を控除した額によるものとする。 

３ 理事長は、第一項の場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減

免することができる。 
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（取得した財産の管理） 

第２０条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産」という。）を事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該事業の目

的に従って効率的に運用しなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、様式第７号による取得財産管理台帳を備え、管理し

なければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業の完了後、前項の取得財産管理台帳の副本を作成し、第１２条に

定める実績報告書とともに理事長に提出しなければならない。 

４ 理事長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込

まれるときは、その収入の全部若しくは一部を支援機構に納付させることがある。 

 

（財産の処分の制限） 

第２１条 取得財産のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が税抜単価 

５０万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 補助事業者は、補助金の交付の目的及び耐用年数を考慮して理事長が定める期間におい

て、前項の取得財産等を、理事長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、廃棄し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

３ 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、予め財産処分承認申請書を理事長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

（補助金の経理） 

第２２条 補助事業者は、補助事業に係る収支について明確にした帳簿及び証拠書類を整理

し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

（立入検査） 

第２３条 理事長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助

事業者に対して報告をさせ、又は支援機構の職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（事業終了後の報告） 

第２４条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計

年度終了後、様式第８号による事業化状況報告書を理事長に提出しなければならない。 

 

（知的財産権に関する届出）   

第２５条  補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権、

意匠権、商標権等（以下「知的財産権」という。）を補助事業年度又は補助事業年度の終了
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後５年以内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場

合には、遅滞なく様式第９号による知的財産権届出書を理事長に届け出なければならない。 

 

（収益納付） 

第２６条 理事長は、本事業による事業化、知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当

該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合、補助事業者に対

し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を支援機構に納付させることがで

きるものとする。 

 

（反社会勢力の排除） 

第２７条 理事長は、石川県暴力団排除条例第６条に基づき、補助事業者（法人の役員等も

含む。）が、暴力団員及び暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者である場合には補助

金を交付しないものとする。 

 

（その他） 

第２８条 この要綱に定めのない事項については、理事長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年８月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年８月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年６月２１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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別表 （第４条関係） 

 

補助対象

事業 

補助対象者 補助対象経費 補助

率 

補助限度額 補助対象 

期間 

新技術・

新製品の

研究開発

及び実用

化研究 

（１）、（２）のいずれかの

もの。 

  

（１）次の①～③のいず

れかに該当する企業 

①石川県内に本社のある

企業 

②石川県内に事業本部又

はそれに類する組織を持

つ企業（補助対象事業の

開発成果の事業展開が当

該組織で行われる場合に

限る。） 

③石川県内に開発部門を

有する企業（補助対象事

業の研究開発が当該開発

部門で主体的に行われ、

かつ開発成果が本県の産

業政策上有効と認められ

るもの。） 

 

（２）上記（１）に規定の

企業を代表者（コア企業）

とする、県内外の企業又

は大学等による２者以上

の連携体。なお、連携体メ

ンバーは、補助対象事業

の実施に関して、役割分

担が明確かつその内容に

つ い て 合 意 済 で あ る こ

と。 

直 接 人

件費 

研究開発に直接関与する

者の作業時間に対する人

件費 

2/3 (1)単独申

請の場合 

 

10,000 

千円 

以内 

 

 

 

 

(２)連携体 

の場合 

 

20,000 

千円 

以内 

(1)単独申請

の場合 

 

採択～ 

年度内 

 

年度跨ぎ 

不可 

 

 

(２)連携体 

の場合 

 

 採択～ 

3 年以内 

（36 ヶ月） 

 

年度跨ぎ可 

連 携 体

間旅費 

連携体同士の打ち合わせ

にかかる旅費 

機 械 装

置費 

 

機械装置又は工具機器の

購入、試作、改良又は借用

に要する経費  ※ソフト

ウェアも対象 

材 料 ・

消 耗 品

費 

材料及び消耗品の購入に

要する経費 

外 注 加

工 ・ 評

価 分 析

費 

外注加工及び評価分析に

要する経費 

技 術 指

導費 

連携体以外からの外部の

技術指導員・講師等に支

払う謝金等 

認 証 取

得費 

事業化に必要となる認証

を取得するために必要な

コンサルティング、翻訳、

通訳等に係る経費 

連 携 体

共 同 開

発費 

連携体を構成する企業・

大学との共同研究や開発

に係る経費（委託契約・共

同研究契約等） 

【連携体共同開発費の内

訳 と し て 認 め ら れ る 経

費】 

直接人件費（常勤の教職

員等は対象外）、連携体間

旅費、機械装置費、材料・

消耗品費、外注加工・評価

分析費、間接経費（大学・

公設試験場等のみ契約額

の 30％以内で計上可） 

そ の 他

経費 

上記以外の費用で、理事

長が特に必要と認める経

費 

 

 



 

様式第１号 

令和 年 月 日 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構 

 理事長  田中 新太郎 殿 

 

                住 所   

                名 称   

                代表者 職 

氏名              印 

                 申請担当者   

                 電話番号 （   ）   － 

 

 

令和 年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金交付申請書 

 

いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金の交付を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業名（補助金名）   

 

２ 交付申請額                    円 

 

３ 事業内容及び経費の配分   別紙１のとおり 

 

４ 事業の実施期間 

 （１）事業開始        令和  年  月  日 

 （２）事業終了（予定）    令和  年  月  日 

 

５ 収支予算          別紙２のとおり 

 

６ その他（添付書類） 

 



 

 
 

 別紙１ 

事業内容及び経費の配分 

 

１ 事業内容 

 （１）テーマ名 

 

 

 （２）概要 

 

 

 

 

 （３）事業実施団体（連携体）の構成 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経費の配分 

                               （単位：円） 

補    助    金 

（Ａ） 

自己資金等 

    （Ｂ） 

補助対象経費総額 

（Ａ ＋ Ｂ） 

     

 



 

 
 

別紙２（研究開発） 

収  支  予  算 

 

（収  入） 

                               （単位：円） 

項   目 金   額 備   考 

補助金   

自己資金   

借入金   

その他   

     計   

 

（支  出） 

                               （単位：円） 

項   目 金   額 備   考 

直接人件費   

旅費   

機械装置費   

材料・消耗品費   

外注加工・評価分析費   

技術指導費   

認証取得費   

連携体共同開発費   

その他の経費   

     計   

  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第２号 

石産第    号 

令和 年 月 日 

 

 法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名  様 

 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構   

理事長  田中 新太郎    

 

 

令和 年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金交付決定通知書 

 

 

 令和 年 月 日付けで申請のあったいしかわ次世代産業創造ファンド事業費

補助金については、いしかわ次世代産業創造ファンド事業費交付要綱第６条の規

定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。         

 

 

                                   記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業及びその内容は申請書に記載のとおりとす

る。 

 

２ 補助金の額は次のとおりとする。ただし、補助事業が変更された場合にお

ける補助金の額については、別に通知するところによるものとする。 

 

                補 助 金 の 額           円 

 

３ 補助対象経費の配分は申請書に記載のとおりとする。 



 

 
 

４ 補助事業者は、補助事業に係る経費の配分又は内容を変更しようとすると

きは、要綱第８条の規定により予め理事長の承認を受けなければならない。

ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。 

（１）補助対象経費の配分のうち、補助対象経費総額の２０％以内の増減に

とどまる場合 

（２）補助の目的及び補助事業の能率に影響をおよぼさない範囲の規格又は

仕様の変更その他補助事業の細部の変更をする場合 

 

５ 事業完了後ただちに実績報告書にその補助事業にかかる収支の状況を明ら

かにした書類を添えて理事長に報告しなければならない。 

 

６ 補助事業にかかる収支及び支出に関する帳簿その他については、他の経費

と区分してこれを記入し、領収書等収支の事実を証する一切の書類は、随時

提出できるよう整備し補助事業完了の日の属する年度の翌年度から５年間保

存しなければならない。 

 

７ 補助事業者は、補助金の額の確定に係る通知を受けた場合、理事長に対し

その支払いを請求することができる。 

 

８ その他補助事業者は、要綱に従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第３号 

令和 年 月 日 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構 

 理事長  田中 新太郎  殿 

 

                住 所   

                名 称   

                代表者 職 

氏名              印 

                 申請担当者   

                 電話番号 （   ）   － 

 

 

令和  年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金事業費補助金 

変更（中止、廃止）承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け石産第   号で交付決定通知を受けた上記事業

について、変更（中止、廃止）したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 変更（中止、廃止）の理由 

 

 

 

 

２ 変更（中止、廃止）の内容 

 

 

 

 

 



 

 
 

別紙 

 

収  支  予  算 

 

（収  入） 

                               （単位：円） 

項   目 変 更 前 変 更 後 備   考 

補助金    

自己資金    

借入金    

その他    

計    

 

 

（支  出） 

                               （単位：円） 

項   目 変 更 前 変 更 後 備   考 

直接人件費    

旅費    

機械装置費    

材料・消耗品費    

外注加工・評価分析

費 
   

技術指導費    

認証取得費    

連携体共同開発費    

その他の経費    

計    

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第４号 

令和 年 月 日 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構 

 理事長  田中 新太郎  殿 

 

                住 所   

                名 称   

                代表者 職 

氏名              印 

                 申請担当者   

                 電話番号 （   ）   － 

 

 

令和 年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金実績報告書 

 

 

 令和 年 月 日付け石産第    号で交付決定通知を受けた、いしかわ次

世代産業創造ファンド事業が完了しましたので、書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 事業名（補助金名） 

 

２ 事業実施結果及び経費の配分    別紙１のとおり 

 

３ 実施期間 

 （１）事業開始    令和  年  月  日 

 （２）事業終了    令和  年  月  日 

 

４ 収支決算     別紙２のとおり 

 

５ その他（添付書類） 

 

 

 

 



 

 
 

別紙１ 

事業実施結果及び経費の配分 

 

１ 事業の実施結果 

 （１）テーマ名 

 

 

 （２）概要 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）事業実施団体（連携体）の構成 

 

 

 

 

２ 経費の配分 

                               （単位：円） 

補    助    金 

（Ａ） 

自己資金等 

    （Ｂ） 

補助対象経費総額 

（Ａ ＋ Ｂ） 

   

 

 

 



 

 
 

別紙２ 

収  支  決  算 

 

（収  入） 

                               （単位：円） 

項   目 予 算 額 決 算 額 備   考 

補助金    

自己資金    

借入金    

その他    

計    

 

（支  出） 

                               （単位：円） 

項   目 予 算 額 決 算 額 備   考 

直接人件費    

旅費    

機械装置費    

材料・消耗品費    

外注加工・評価分析費    

技術指導費    

認証取得費    

連携体共同開発費    

その他の経費    

計    

 

 

 

  



 

 
 

様式第５号 

 石産第    号 

令和 年 月 日 

 

法人にあっては名称 

 及び代表者の氏名   様 

 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構   

理事長  田中 新太郎    

 

 

令和 年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金に係る 

額の確定について 

 

 

令和 年 月 日付け実績報告書をもって報告のありました標記事業に係る補

助金の額について、いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金要綱第１３条

の規定に基づき、下記のとおり確定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

補助金確定額  金       円 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第６号 

令和 年 月 日 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構 

 理事長  田中 新太郎  殿 

 

                    住 所   

                    名 称   

                    代表者 職 

氏名              印 

                     申請担当者   

                     電話番号 （   ）   － 

 

令和 年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金精算払請求書 

 

 令和 年 月 日付け石産第   号により補助金の額の確定通知のあったい

しかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金の精算払を受けたいので、下記金額

を請求します。 

 

記 

 

請 求 額               円 

   

  内 訳  交付決定額              円 

交付確定額              円 

       今回請求額              円 

       残   額              円 

 

  （振込先） 

 

  

金融機関名  支店名  

口座種別 普通・当座 口座番号  

口座名義（カナ）  

口座名義  

 



 

様式第７号 

取得財産管理台帳 

                                     機関名： 

通し 

番号 

財産名 規格 数量 単価 

（税抜） 

金額 

（税抜） 

取得年月日 耐用 

年数 

保管場所 処分制

限期間 

補助

率 

備考 

            

 
（注） １．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が税抜金額 50 万円以上の財産とする。 
 ２．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 
 ３．取得年月日は、納品年月日を記載すること。 

４．処分制限期間は、取得年月日から耐用年数に呼応する年月日を記載すること。 
例） 取得年月日 R3.9.1 耐用年数３年 → 処分制限期間は R6.8.31 

  

  



 

 
 

 

取得財産管理明細表（令和 年度） 

                                     機関名： 

通し 

番号 

財産名 規格 数量 単価 

（税抜） 

金額 

（税抜） 

取得年月日 耐用 

年数 

保管場所 処分制

限期間 

補助

率 

備考 

            

 
（注） １．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が税抜金額 50 万円以上の財産とする。 
 ２．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 
 ３．取得年月日は、納品年月日を記載すること。 

４．処分制限期間は、取得年月日から耐用年数に呼応する年月日を記載すること。 
例） 取得年月日 R3.9.1 耐用年数３年 → 処分制限期間は R6.8.31 

  



 

様式第８号 

令和 年 月 日 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構 

 理事長  田中 新太郎  殿 

 

                 住 所   

                 名 称   

                 代表者 職 

氏名              印 

                  申請担当者   

                  電話番号 （   ）   － 

 

令和  年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金事業化状況報告書 

 

 上記事業について、いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金交付要綱第２４

条の規定に基づき、事業化状況について、書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 採択年度 

 

 

２ 事業名（補助金名） 

 

 

３ 事業計画名 

 

 

４ 事業状況    別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第９号 

令和 年 月 日 

 

公益財団法人石川県産業創出支援機構 

 理事長  田中 新太郎 殿 

 

                 住 所   

                 名 称   

                 代表者 職 

氏名              印 

                  申請担当者   

                  電話番号 （   ）   － 

 

 

令和  年度いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金知的財産権届出書 

 

 上記事業について、いしかわ次世代産業創造ファンド事業費補助金交付要綱第２５

条の規定により、下記の通り届け出ます。 

 

記 

 

１ 採択年度 

 

２ 事業名（補助金名） 

 

３ 事業計画名 

 

４．種類（出願番号及び知的財産権の種類） 

 

５．内容 

 

 

６．相手先及び条件（譲渡又は実施権を設定した場合） 

 

 

（注）「知的財産権」とは、特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権、実用新案法（昭和３４年

法律第１２３号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権、商標

法（昭和３４年法律第１２７号）に規定する商標権、著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定する著

作物の著作権及び外国における上記各権利に相当する権利、上記各権利を受ける権利をいう。 


